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第9回：変
革期を迎え

た日本型労
務管理の今

後

重要度が増す 
海外事業所の労務管理

（1）海外労務管理の変化
　今回は，「日本型人事」のなか
でも大きな転換期を迎えている
「労務管理」に焦点を当てたい。
　労務管理といえば，国内拠点，
特に生産拠点（工場）における労
働者や労働環境・就業条件の管理
を思い浮かべることが多いが，企
業の海外進出，グローバル化の進
展により，もはや本社がある日本
国内だけに目を向けておけば済む
時代ではなくなりつつある。
　これまでの日本企業は，自前で
設立した海外拠点において，日本
人派遣者が中心となって拠点運営
を担ってきた経緯がある。ところ
が，一部の先進的な日本企業は，
数十年にわたる日本人派遣者中心
の拠点運営から脱却し，現地プロ
パー従業員を重要ポジションに登
用したり，権限を委譲したりする
など，「海外拠点の現地化」を進
めようとしている。
　こういった流れを受けて労務担
当の仕事が現地プロパー従業員の
責任範囲となった場合は，本社側

からすると当該拠点の状況がブラ
ックボックス化し，ともすれば深
刻な状況になるまで変化に気づけ
ない事態も想定される。また，日
本型労務管理の手法やノウハウを
現地プロパー従業員に十分に委譲
しきれず，労務管理上の抑止がき
かなくなることで，逆にリスクが
高まってしまうことも懸念される
（図表 1）。これらはグローバル化
のステージを進めようとするがゆ
えに生じる問題であり，先進企業
がまさに今抱え，対応に苦慮して
いる，最先端の悩みといえよう。

（2）海外事業所における労務管理
上のリスクと対策例
　海外事業所，特に製造拠点にお
ける「労務リスク」といった場合，
労働者個々人のパフォーマンス低
下や離職が生じる段階（ステージ
①）から，職場単位での操業に影
響が出る段階（ステージ②），最
悪の場合は拠点全体の操業に影響
が出る，あるいは停止してしまう
段階（ステージ③）まで，拠点の
操業に及ぼす影響度の大きさに応
じてその範囲は多岐にわたる（図
表 2）。
　「日本型人事」における労務管
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図表1　グローバル化の進展に伴う労務管理上の想定リスクと打ち手

日本人海外派遣者 現地プロパー従業員

拠点状況のブラックボックス化

現地化

業務委譲
労務管理者
（実施主体）

リスク

打ち手

これまで これから

言語や文化の違いによる
コミュニケーションロス

（意思疎通が十分図れない可能性）

現地プロパー従業員との対話
　機会の積極的創出
有事発生に対する個別対応
 （事後対応）

日本型の労務管理が十分機能せず，
労務リスクが高まる可能性

ガバナンス強化による状況把握
拠点の労務状況の可視化
 （トップダウン，ボトムアップを通じた
　予防保全）
高度標準化された危機対応
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理の特徴は，労使協調路線等を通
じた安定的な従業員コミュニケー
ションを前提とし，労働者や労働
環境，就業条件等をきめ細かく，
かつ丁寧に管理することを通じて
上記ステージ①のようなリスクを
最小化すること，ひいては商品や
サービスレベルの品質を維持，向
上することであるといえよう。そ
のため，日本国内でステージ②に
進むことは極めて稀であるが，海
外拠点ではステージ②はおろか，
ステージ③にまで進んでしまうこ
とは日系企業・非日系企業を問わ
ずあるのが実態だ。
　「海外拠点の現地化」を進める
際は，それらを理解したうえで具
体的な対策を検討し，講じておく
ことが望ましい。以下に対策例を
示す。

【対策例1】海外拠点の人事
ガバナンスを強化する

　拠点をブラックボックス化させ
ないためには，まずはガバナンス
体制の整備から着手したい。その
ことを通じて本社が拠点の状況を
把握しやすい状態を作り上げる。
筆者は海外拠点の人事ガバナンス
強化には，以下の 4つのポイント
があると捉えている。
①権限：どこまで統制／委譲する
か？
②制度：どこまで共通化するか？
③情報：何を管理すべきか？
④ヒト：どのような立場・職種の
人を派遣するか？
　特に①権限の整備は重要な役割
を果たす。本社と海外拠点間の「人
事権限規程」や「報告経路」等を
整備し，本社が各拠点の意思決定
に関与する体制を整備することが

重要だ。少なくとも，どこまでの
意思決定に本社が踏み込むかを明
確にすることに意味があると考え
ている。昨今は，各エリアに地域
統括会社を設立する会社もある
が，その場合は，本社・地域統括
会社・拠点それぞれの役割や責任，
権限を明確化しておきたい。

【対策例2】拠点の労務状況
を可視化する

●トップダウンアプローチ
　一度有事が発生すると，自社の
損失にとどまらず，取引先に対し
ても多大な損失を与えるリスクが
あることを踏まえ，最近ではグロ
ーバル規模での労務管理を行う事
例が少しずつではあるが出てきて
いる。サプライヤー自ら実施する
こともあるが，メーカーが自社の
操業リスクを最小化するべく，主
要サプライヤーに対して実施を要
請する場合もある。
　具体的には，各拠点を対象に労
務リスクの診断を定期的に行い，
状況をつぶさに点検する会社主導
の取り組みとなる。海外拠点にお
ける組織や労務管理上の課題を多
面的な視点から抽出し，取り組む
べき優先課題を特定するアプロー
チである。
　人事労務に関わる様々な側面を
網羅した質問項目に基づき，当該
拠点の各階層の従業員に対してイ
ンタビューやアンケート調査等を

図表2　海外事業所における労務管理上のリスク

大

小

拠点の操業に
対する影響リスクの例影響の範囲

ステージ①

ステージ②

ステージ③

従業員個々人

一部の部署・職場

拠点全体

パフォーマンス低下
不正行為（軽度）
従業員間のトラブル（軽度）
離職

サボタージュ（怠業）
不正行為（重度）
従業員間のトラブル（重度）
集団離職

ストライキ
暴力行為
日本流への反発，反日キャンペーン活動
会社を相手どった訴訟
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実施し，その結果を分析したうえ
で，本社人事主導で取り組むべき
拠点共通の優先課題および拠点内
で解決すべき固有の課題を明確に
する。
　この取り組みは，一度行えば良
いというものではなく，望むらく
は毎年実施し，状況変化を常に把
握しておくことでその意義が増す
ものと考えられる。また，拠点単
独で診断するのではなく，同一の
観点で複数拠点を調査し，拠点間
での比較分析も有用だ。その結果
として重点管理拠点が明らかにな
り，本社の資源を効率的に活用し
た対応が可能となる。

●ボトムアップアプローチ
　一方で，前述したような会社主
導の従業員インタビューやアンケ
ートとは別に，複数の情報収集活
動を通じて事業所が抱える大小
様々なリスクを洗い出し，対策を
練ることも重要だ。情報源は下記
の通り多岐にわたるため，地道，
かつ根気や人的工数を要する作業
ではある。しかし，得られた情報
によって早めに対策を講じたこと
で深刻な状況に陥る前に沈静化で
きた事例も多々ある。

＜情報源例①＞離職者（依願退職者）
　事業所が抱えるリスクや問題点
の核心に最も近い立場にいるの
は，当社を依願退職の形で去ろう
としている従業員であることは想

像に難くない。もちろん，キャリ
アアップや一身上の都合で退職す
るケースもあるが，何らかの不満
や問題意識を持って不本意な形で
会社を離れるケースも少なからず
あることから，その者たちから離
職を決意するに至った経緯をヒア
リングすることが望ましい。多く
の企業では「退職者面談」を退職
手続きに組み込んではいるもの
の，抜かりなく実践されている例
は多くない。
　海外事業所，特に新興国では急
に会社に来なくなり，そのまま退
職となる従業員がいるなど，そこ
まで追うことは現実的に難しいケ
ースもあるが，そうでない場合は
例外なく面談を行うようにする。
その際のポイントは，面談を本人
の職場に委ねるのではなく，労務
担当部署が行うことである。離職
者の不満や問題意識は職場やその
上司にあることが多く，直属の上
司が行う面談ではそれらが本人の
口から語られにくい。そのため，
第三者の立場として労務担当者が
ヒアリングするほうが有用な面談
となることが多い。

＜情報源例②＞同一地区内の他社
の労務担当者
　同一地区内の他社で起きた労務
リスクは，そのまま当社の労務リ
スクとなる可能性があるので，会
社間での情報共有，情報交換は欠
かさずに行うようにしたい。その

際，どのような事象が発生したの
か，その表面的な事実を聞くだけ
ではなく，その背景や対策にまで
踏み込んで把握しておくことが望
ましい。これらの情報の効果的な
分析を通じ，自社での潜在リスク
や，有事発生時の対応方法のヒン
トにつながっていくはずだ。
　こういった情報は会社としては
外に出したくない類のものである
ため，他社の労務担当者との日頃
からの関係構築・維持が重要であ
ることはいうまでもない。

＜情報源例③＞人材紹介会社
　求職者と日頃から接している人
材紹介会社の情報も貴重なソース
となりうる。求職者同士で共有さ
れている情報，あるいは自社を離
れて求職活動を行っている者から
入手した情報，会社に関する評判
なども，労務リスクの把握につな
がる。もちろん，なかには噂話レ
ベルで，事実と全く異なる情報が
紛れ込んでいることも少なくない
が，情報の真偽を判断する冷静な
「目」と「耳」を持ち，会社のな
かだけでは得られない貴重な情報
源として活用していきたい。
　この場合も，有用な情報を得よ
うとすれば，人材紹介会社の担当
者との関係構築が非常に重要とな
ってくる。

＜情報源例④＞WEB上の情報
　最後に，対人ではなく，パソコ
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ンの画面を通じた情報収集にも触
れておきたい。以前は（あるいは
今も）トイレや更衣室等の落書き
から会社に対するネガティブな情
報を把握するのは労務管理の常套
手段であったが，昨今はその場が
インターネット上の掲示板や各種
SNSになってきた。より目につ
きにくくなった一方で，閲覧者は
社内にとどまらず，外部の人間に
まで及ぶ可能性があることにこの
問題の難しさ，厄介さがあるとい
えよう。事実と異なる情報に影響
され，求職者が当社への転職を踏
みとどまったり，社内の人間が結
託して会社の不利益につながるよ
うな行動に出てしまったりするリ
スクも否定できない。
　数人の労務担当者が，インター
ネット上の情報すべてにあたるこ
とは現実的ではないが，当地で知
名度の高い掲示板を定期的にチェ
ックすることや，社内の従業員と
の日常の対話を通じ，そういった
情報源に会社が把握すべき書き込
みがないかを確認することは有用
であろう。

【対策例3】労務管理の 
ノウハウを明文化する

　さらに一歩進んだ対応として，
労務管理の手法やノウハウをマニ
ュアルという形で整備し，海外拠
点に全面展開する事例もある。日
本で実践されている，あるいは日

本人派遣者が有する労務管理のノ
ウハウを明文化することで，当該
業務の現地プロパー従業員への委
譲をより確かなものとするのが目
的だ。
　また，日本型の労務管理手法に
とどまらず，日本ではなかなか経
験しなくなったストライキ等への
対応についても各地の状況や事例
を踏まえて初動対応を整理してい
る点も重要だ。筆者がご支援した
クライアントでは，大規模な労使
トラブルが発生することを前提
に，有事発生時に「どこに連絡す
るのか」「構内のどこで集会を許
可するのか」「誰がどういった役
割を担うのか」「生産活動は継続
するのか」「別拠点からの応援を
受けるのか」「在庫をどのように
扱うか」等々，必要な対応事項を
網羅的に定めたマニュアルを整備
した。
　こういった労務管理マニュアル
の章立てのなか（あるいは別マニ
ュアルの形）で，パンデミック（感
染症の世界的規模での同時流行）
や災害等が発生した場合の人事面
の初動対応や体制を定めておく事
例も出てきている。

現地の労務トラブルを 
仕組みで解決する力

　拠点の現地化に移行する段階に
はまだ至っておらず，引き続き日
本人派遣者が中心となって労務管

理を行う場合でも，上述した取り
組みは有用といえよう。
　国内拠点の労務管理に長けてい
た労務担当者が海外拠点でも同じ
ように高い成果を挙げられるかと
いえば，必ずしもそうではない。
海外では言葉も文化も異なり，職
場で起きていること，あるいは潜
在的に起きようとしていることの
察知は決して容易ではない。日本
人派遣者は図表 2のステージ②
や③といった深刻な事態を経験し
たことがほとんどないということ
も，その要因として挙げられよう。
　社内では“労務管理の第一人者”
として一目を置かれていた労務担
当者が，海外事業所の立ち上げプ
ロジェクトに本社の人事部門を代
表して参画したものの，現地プロ
パー従業員とのコミュニケーショ
ンや現地の労働慣習の理解に苦し
み，期待された成果を挙げられな
いまま思い半ばで帰国した事例は
枚挙に暇がない。
　海外事業所の日本人派遣者の
方々と話していると，海外拠点の
労務管理を日本本社が主導するこ
とは非常に難しいという声をよく
耳にする。現地の状況をある程度
は理解できても，管理を仕切るこ
とまでは現実的に不可能だとの声
である。海外拠点の労務管理は日
本本社が必要な支援を提供しつつ
も，基本的には現地主導で行って
いく。そうしたなかで，労務担当
者の属人的な経験やノウハウに依
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存するのではなく，また，特定の
海外拠点での有事発生に個別対応
するのではなく，仕組みで管理し
（リスクを抑えにかかる），高度に
標準化された危機対応を取ってい
くことが今後の潮流となっていく
ものと考える。アジア諸国に進出
している欧米企業も現地の労務管
理にはいろいろな苦労をしてお
り，例えば社内のコミュニケーシ
ョン活性化施策（例：イントラネ
ットや社内SNSを活用した情報
伝達，専任のキャリアカウンセラ
ーによるガス抜きやキャリア指
南，よろず相談窓口設置による業
務外の相談対応，等）を種々講じ
ることを通じ，リスクを低減する
取り組みを行う事例もあるよう
だ。一見地味な取り組みではある
が，こういったことの必要性・重
要性を現地プロパー従業員，日本
人派遣者，そして日本本社の海外
人事担当者がそれぞれ理解し，そ
れぞれが持ち場，立場で当たり前
に実践していくことこそが，日本
型労務管理のブレークスルーにつ
ながっていくのではなかろうか。

様々な視点を取り込み 
多様化に対応する

　労務管理は本来，広範な領域を
対象とした業務であり，本稿でも
スペースの関係上，極めて限定的
な内容にしか言及できなかった。
今回はグローバル化のなかでの労

務管理のあり方をご紹介したが，
本社が所在する日本国内における
労務管理においても，改善の余地
は多々あろう。
　筆者がここで強く主張したいの
は，昨今は従業員の多様化やグロ
ーバル化の進展により，一律の管
理は通用しづらい状況になりつつ
あるということである。具体的に
は，女性・外国人・障がい者等，
従業員をきめ細かく管理するため
には，それぞれのニーズや状況を
正しく理解する必要がある。
　労務担当者といえば，これまで
は「総合職の男性従業員」が相場
であったが，これからは，女性従
業員や外国人従業員，障がいを抱
える従業員等にもその役割の一端
を担ってもらうことが望ましい。
当事者だからこそ分かる問題点や
改善点もきっとあるはずだし，従
業員とのコミュニケーションもよ
り円滑になろう。

　労務管理は日常の事業活動のな
かで安定的に行われるべき性格の
ものであるため，とかく過去の成
功体験等に囚われがちだ。一見「守
り」のイメージを持たれやすい労
務担当業務（労務担当者）だが，
今後は異なる立場や価値観を受け
入れ，それらを結びつけたり統制
したりするために情報の取得や議
論を積極的・主体的に進めていく
姿勢が求められるのではなかろう
か。

すずきたくや：日系電機メーカー人事として，人事企画および労務管理
を担当。現職では人事制度設計，業務改革やシステム導入等のプロジェ
クトに関与し，方針策定から現場改善まで人事・組織領域における一貫
したプロジェクトに従事。
takusuzuki@tohmatsu.co.jp
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支援や役員報酬制度改革支援，組織活性化支援，グローバル人事制度設
計支援等のコンサルティングを多数手掛けている。
yuyokoyama@tohmatsu.co.jp

デロイト トーマツ コンサルティング　シニアコンサルタント　鈴木 琢哉

デロイト トーマツ コンサルティング　マネジャー　横山 裕司


